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はじめに 
 

 

学校教育は、障がいのある子どもの自立と社会参加を目指した取組を含め、「共生社会」の形成

に向けて、重要な役割を果たすことが求められています。そのためにも、「共生社会」の形成に向けた

インクルーシブ教育システムの構築のための特別支援教育の推進が必要とされています。 

文部科学省において、障がいのある児童生徒等の就学先決定の仕組みに関する学校教育法施行

令の一部改正が行われ、平成 25年９月１日から施行されました。 

具体的には、以下の４点が挙げられます。 

①就学基準に該当する障がいのある児童生徒等は原則特別支援学校に就学するという従来の仕

組みを改め、障がいの状態等を踏まえた総合的な観点から就学先を決定する仕組みへの改正 

②障がいの状態等の変化を踏まえた転学に関する規定の整備 

③視覚障害者等である児童生徒等の区域外就学に関する規定の整備 

④保護者及び専門家からの意見聴取の機会の拡大 

 

また、「障害者の権利に関する条約」が、平成 26年２月 19日に我が国において効力を生じること

となり、平成 28 年４月１日には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別

解消法）」が施行されました。その後、令和６年４月１日に改正法が施行となり、国、地方公共団体の

みならず事業者においても合理的配慮の提供が義務化されました。 

このような国の動向を踏まえ、本県においても特別支援教育の更なる充実を目指すとともに、障が

いのある児童生徒等の就学先の決定及び就学後の支援が円滑になされるよう、適切な教育支援の

在り方の周知等に取り組んできました。 

本手引は、令和３年６月に文部科学省より示された「障害のある子供の教育支援の手引」をもと

に、障がいのある子どもの「教育的ニーズ」を整理するための考え方や、就学先の学校や学びの場を

判断する際に重視すべき事項等、障がいのある子どもやその保護者、市町村教育委員会をはじめ、

多様な関係者が多角的、客観的に参画しながら就学をはじめとする必要な支援を行う際の基本的な

考え方に基づき、就学の手続き等についてまとめています。 

本手引が、障がいのある児童生徒等一人一人の教育的ニーズを踏まえた適切な教育を提供する

とともに、特別支援教育のより一層の充実に向けた取組の一助となるよう願っています。 

                               令和８年４月 
※「障害」の表記について 

従来、「障害」と表記していたものについて、鳥取県では平成21年11月より基本的に「障がい」と表記することとしました。本手引では、

法令等の名称や法令等に規定する用語、著作物の引用においては「障害」と表記しています。その他の場合においては、医学用語等の専

門用語であっても、意味が損なわれたり、誤解されたりするおそれがある場合を除き、原則として「障がい」と表記しています。 

＜特別支援教育の理念＞ 

特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援す

るという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活

や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものであります。ま

た、特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的な遅れのない発達障害も

含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての学校において実施されるもので

あります。さらに、特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒への教育にとどまらず、障害の有無や

その他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍できる共生社会の形成の基礎とな

るものであり、我が国の現在及び将来の社会にとって重要な意味を持っています。 

                     ※特別支援教育の推進について（平成１９年文部科学省通知）より 
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